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申請から交付までの流れ 

申請をいただいてから以下の流れで判定が行われ、療育手帳が交付されます。 
また、申請を受け付けてから判定を受けるまで、概ね４～５か月の時間を要します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出書類 

申請には、以下の書類等が必要になります。申請書等に必要事項を記入の上、三田市役所障害福祉課
にて申請してください。申請書は、三田市役所障害福祉課でお渡ししています。 

 18 歳未満 18 歳以上 

新規申請 

□療育手帳交付（更新）申請書 
□調査票(療育手帳・18 歳未満) 
□写真（縦４㎝×横 3 ㎝） 
□診断書や発達検査結果の写し 

※あればご提出ください 

□療育手帳交付（更新）申請書 
□同意書 
□調査票（生育歴） 
□新規交付申請調査書 
□来所判定についての報告票 
□写真（縦４㎝×横 3 ㎝） 
□参考となる資料※ 

更新申請 

□療育手帳交付（更新）申請書 
□調査票(療育手帳・18 歳未満) 
□療育手帳の写し 
□写真（縦４㎝×横 3 ㎝） 

□療育手帳交付（更新）申請書 
□同意書 
□調査表（生育歴） 
□療育手帳の写し 
□来所判定についての報告票 
□写真（縦４㎝×横 3 ㎝） 

県外・政令
指定都市 

からの転入 

□療育手帳交付（更新）申請書 
□調査票(療育手帳・18 歳未満) 
□写真（縦４㎝×横 3 ㎝） 
□療育手帳の写し 
□申出書 

□療育手帳交付（更新）申請書 
□同意書 
□調査票（生育歴） 
□写真（縦４㎝×横 3 ㎝） 
□療育手帳の写し 
□申出書 

 ※成績表や母子手帳・医療機関の検査結果（１８歳までに取得したもの）など、当時（18 歳まで）のご様子が確認できるもの 

⑥通知・手帳交付 
③面接日通知 
⑤手帳送付 

④センターまたは相談所にて面接 

③面接日通知 ※１８歳未満の申請者へはセンターから直接面接日の連絡があります。 

①申請 ②書類送付 

③面接日通知 



 

    療育手帳の障害程度はどのようなものがありますか。 

    重度 Ａ、 中度 Ｂ（１）、 軽度 Ｂ(2) の３段階を設けています。兵庫県では、知的障害 
を伴わないが、発達障害と診断され、かつ自他の意思の交換及び環境への適応が困 
難である等により、療育又は日常生活上の支援が必要と認められた人にも療育手帳 
Ｂ(2)を交付しています。 

 

  判定はどのように行うのですか。 

申請から概ね４～５カ月後の平日に、本人や保護者などが川西こども家庭センター 
や、県立知的障害者更生相談所に行き、面接を受けていただきます。 
原則として、心理学的判定や社会的評価、医学的判定を行い、その結果に基づいて 
総合的に判定します。 
 

川西こども家庭センター             兵庫県立知的障害者更生相談所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

療育手帳を取得すればどのようなサービスが受けられますか。 

  様々なサービスや割引が利用できますが、障害程度（等級）や所得状況によってサー 
ビスの内容が異なります。詳しくは、下記までお問い合わせいただくか、三田市ホー 
ムページに掲載している「福祉のあらまし」をご参照ください。 

  
 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

〒669-1595 三田市三輪 2 丁目 1 番 1 号 

三田市 健康福祉部 障害福祉課 

TEL 079-559-5075 ／ FAX 079-562-1294 


